
 

広島市告示第５５０号 

令和７年１２月１６日 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、

広島市総合福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので、広島市総合福祉

センター条例（平成２８年広島市条例第１９号）第１５条第３項の規定により告示

します。 

 
 

                   広島市長 松 井 一 實    
 
 

１ 指定に係る公の施設 

  広島市総合福祉センター 

２ 指定の相手方 

  広島市南区松原町５番１号 

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 


